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ＪR 会津柳津駅は平成５年に無人化になりました。

町では、駅の利活用について、地域住民や関係機関と

意見交換を行い検討を進めています。その一環とし

て、「あいづやないづモダン駅フェス」を開催しまし

た。様々なイベントが繰り広げられ、普段閉鎖されて

いる駅事務室では、昭和の只見線に関する写真展示な

どが行われました。 ８月２１日（土） 

ふくしまふるさとＣＭ大賞２０２１

投票受付中です！ 

広 報 や な い づ お 知 ら せ 版 



９月は自殺対策強化月間・９月１０日～１６日は自殺予防週間です 

 

 

 

 

こころが疲れている時、必ず何らかのサインが出ています。そのサインを見逃さず、うまく対処する

ことが大切です。こころが疲れてくると以下のようなサインが現れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『こころの不調』が長引くと、うつ病やうつ状態になることもあります。うつ病やうつ状態は、自殺

の原因とも関係していると考えられています。上記の様なサインが 2 週間以上続くような時は、早めに

精神科や心療内科の受診や保健所や役場などの相談窓口に相談するよう勧めてください。 

本人が相談できない場合は、ご家族や会社の方だけでも相談できます。（この場合は相談機関がお勧

めです）良い解決方法を一緒に考えてくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こころが苦しいと感じた時は、一人で抱え込まずにぜひ相談してください。相談することで気持ちが

楽になったり、問題が整理されたり、悩みの解決の糸口が見つかるように一緒に考えることができます。 

＜相談窓口＞ 

健 康 相 談 

（電話・面接） 

柳津町役場町民課保健衛生係 ０２４１－４２－２１１８ 

月曜日～金曜日 

（祝祭日を除く） 

9：00～17：00 

会津保健福祉事務所 ０２４２－２９－５２７５ 

精神保健福祉センター ０２４－５３５―３５５６ 

電話相談 こころの健康相談ダイヤル ０５７０－０６４－５５６ 

■遅刻が多くなる。 

■夜眠れないため、仕事中に眠気がある。 

■いつもと比べると元気がなさそうに見える。 

■身体のだるさがあり、ちょっとしたことでもすぐに疲れてしまう。 

■集中力や注意力の低下があり、ケアレスミスが増える。 

■意欲が出なく、仕事の能率が下がる。 

■自分はダメな人間だと思い込んだり、自分に自信がなくなったりする。 

■気分が落ち込んで、全てを悲観的に考えてしまう。 

■人付き合いがおっくうになり、誘われても断ってしまう。 

■身だしなみに気を使えなくなり、身なりが乱れるようになる。 

■食欲が落ちて、あまり食事が喉を通らない。 

■頭痛や胃痛、肩こりなど体の不調や痛みが出てくる。 

すぐイライラしてしまう。 

「こころの不調」は自
分では、なかなか気づ
きにくいものです。 
家族や職場の上司・同
僚など身近な人が、い
つもと違うちょっと
した変化に気づいた
ら、声をかけてくださ
い。そして、話しに耳
を傾けてください。 

  大切な人を守るためには『気づき』『傾聴』『つなぎ』『見守り』が大切です 

家族や仲間の変化に

気づいて声をかけて

ください。 

本人の気持ちを尊重

し、耳を傾けてくだ

さい。 

早めに専門家に相談

するよう勧めてくだ

さい。 

温かく寄り添いなが

らじっくりと見守っ

てください。 

つなぎ 気づき        
き 

傾聴 見守り 
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あなたの“こころ”疲れていませんか？ 



 

 

 

 

日本人の平均寿命は世界でもトップクラスですが、糖尿病、がん、心臓病、脳卒中等に代表される生

活習慣病の増加により「健康寿命」とは大きな差があります。“認知症や寝たきりにならない状態で生活

できる期間”である「健康寿命」を延ばすためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった健康的な生

活習慣が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 スローガン 】 

１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ ～健康寿命の延伸～

～ 

９月は「健康増進普及月間」です 

運動をすることで減量や筋力低下予防、認知症予防などに繋がります。「急に運動は無理」とい

う人も、まずは毎日プラス１０分身体を動かすことを意識しましょう。 

 

●例えば．．．・近所へは歩いていく  

      ・駐車場に車を停める際は、お店から遠い場所に停めて歩く 

      ・家の中で掃除や体操を１０分行う 

 

●目標時間：１８歳～６４歳／１日６０分 

      ６５歳以上  ／１日４０分 を目標に身体を動かしましょう。 

毎日 +１０分 身体を動かそう 

生活習慣病の予防のためには１日に３５０ｇの野菜が必要とされています。しかし、日本人の

野菜摂取量は男性約２９０ｇ、女性約２７０ｇとなっており、プラス７０ｇの野菜摂取が必要で

す。野菜を食べて健康寿命を延ばしましょう。 

 

●３５０ｇはどのくらい？ 

組み合わせて 1 日５～６皿が１日の目安量（約３５０ｇ）になります。 

〈例〉 

毎日 +７０ｇ 野菜を食べよう 

 たばこの煙には、三大有害物質であるタール、ニコチン、一酸化炭素の他に７０種類以上の発

がん性物質が含まれています。喫煙することで血圧上昇、心拍数増加など心臓に負担をかけたり、

がんやＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患／たばこの煙など毒素を吸うことで肺が炎症を起こし、呼吸

がしにくくなる病気）が発生し、死亡につながります。たばこを吸わない人でも受動喫煙によっ

てリスクが高くなるため、自分や周りの家族、友人の健康を守るためにも禁煙を始めましょう。 

 

●禁煙を考えている方へ、町では禁煙治療補助事業を行っています。（詳しくは役場町民課まで）  

しっかり禁煙しよう 
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福島県は、令和３年産大豆・そばの緊急時環境放射線モニタリングを行いますので、検査へのご理解

とご協力をお願いします。なお、モニタリングの検査は、原則、市町村ごとに実施します。モニタリン

グ結果が公表されるまで、出荷・販売はしないようお願いします。  

 

◇概 要：・検査は、原則、市町村ごとに区分して行います。  

・それぞれ町で一番始めに収穫されたものを検体とさせていただき、こちらの検体が基準値  

（放射線セシウム（セシウム１３４、セシウム１３７の合算値）：１００ベクレル／ｋｇ） 

以下の場合は、出荷・販売が可能となります。  

・町の検体が基準値を上回った場合は、出荷・販売の自粛をお願いします。  

 

◇その他：・市町村ごとの出荷可否は、県水田畑作課のホームページでご確認ください。  

・検査の結果は、「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」（http://www.new-  

fukushima.jp/）及び県環境保全農業課 のホームページで公表します。  

・ご不明な点は下記までお問い合わせください。  

 

問 福島県会津農林事務所 会津坂下農業普及所 ℡０２４２－８３－２１１２  

地域振興課農林振興係                   ℡４２-２１１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、福島県内では野生きのこや山菜類の出荷制限が指示されており、柳津町の野生きのこについて

は、マイタケのみがモニタリング検査を実施したうえで出荷が認められています。 

野生マイタケの出荷を希望する場合は、町を通して県のモニタリング検査を受けていただく必要があ

りますので、まずはご連絡をお願いします。 

なお、野生マイタケ以外の全ての野生きのこは以下の通りの制限が継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、野生きのこを自家消費する際は県のモニタリング検査等は不要ですが、希望される方は町の簡

易検査を実施しますので、おおよそ１ｋｇを目安にお持ち込みください。 

 

 

問 福島県会津農林事務所森林林業部 ℡０２４１-２４-５７３４ 

地域振興課農林振興係      ℡４２-２１１６ 

 

野生きのこの出荷制限・自家消費等について 

大豆・そばを出荷・販売する農家のみなさまへ 

１ 制限が解除されるまで出荷・販売できません。 

２ 自主検査で基準値（放射性セシウム濃度１００Ｂｑ／ｋｇ）以下であっても出荷できません。  

３ 乾燥や水煮などの加工品の原料にも使用できません。 

４ フリマアプリ等を介した個人売買でも出荷できません。 

５ 他人への無償譲渡も出荷に含まれるためできません。 

広報やないづお知らせ版 令和３年９月１０日号 ４ 



 

 

 

 

手入れすることなどが困難となり、収穫されずに放置されている果樹（放任果樹）がお住まいの地区

にありませんか？それらは野生生物にとっての誘引物となり、ツキノワグマやイノシシなどの有害鳥獣

を田畑や民家近くに引き寄せている可能性があります。どうしても対策が取れない場合等、放任果樹と

なってしまったものについて、協議会では下記の通り伐採の申込みを受け付けています。 

果樹は原則所有者が管理をしていただくものです。果樹の収穫やトタンをまくなどにより、ご自身で

も鳥獣被害を防ぐ対策ができます。有害鳥獣による被害が増え始めている今、自分の身だけでなくまわ

りの地区住民の安全を守るためにも、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。 

 

◇事業内容：民家及び農地付近の放任果樹（カキ・クリ・クワ等）の伐採 

 

◇申込期限：１０月 8 日（金） ※申込書は役場地域振興課農林振興係及び西山支所にあります。 

※放任果樹および周りの状況がわかる写真を提出してください。 

 

◇注意事項：（１）山林の中にある果樹については対象となりません。 

（２）伐採した木は現地で玉切り・集積します。（搬出・処分はいたしません） 

（３）場所によっては伐採ができない（希望に沿えない）場合もあります。 

（４）要望量及び予算の範囲内で優先順位をつけさせていただきます。 

 

問 柳津町鳥獣被害防止対策協議会（事務局：地域振興課農林振興係） ℡４２-２１１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

膝・肩・腰の痛みが少しずつ解消されるように、月に 1 回参加してみませんか？誰でも参加できる 3

回コースの運動教室です。この機会に運動不足を解消しましょう！ 

 

◇対 象 者：①いつまでも元気に運動したいと思っている方 

       ②膝・肩・腰の痛みが少しでも楽になりたい方 

 

◇会場・日程：午後１時３０分～午後３時 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症予防対策を十分に実施しながら開催いたします。参加され 

る皆様のマスク着用のご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

やないづふれあい館 西山交流センター「ゆきげ館」 

１０月 １日（金） 

１１月２５日（木） 

１２月２３日（木） 

１０月 ８日（金） 

１１月１８日（木） 

１２月１０日（金） 

有害鳥獣対策のための放任果樹の伐採について 
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参加費無料！楽関スクール参加者募集！ 

参加を希望される方は９月２２日（水）までに役場町民課（℡４２－２１１８）までご

連絡ください。ただし、定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。参加を希望される

方には、後日改めてご連絡します。 

年齢・性別不問 

２０名程度募集！ 



 

 

 

 

令和４年度の保育所新入所児を募集します。保育所等を利用するすべての子どもは、子ども・子育

て支援新制度により保育の必要性について認定を受ける必要があり、入所申込書類及び認定申請書を

提出していただきます。提出いただいた申請書により保育の必要性を審査し、２号・３号の区分で認

定し入所を決定します。 

 

保育の必要性の認定種類 
 

認定区分 保育の必要性 年齢区分 利用内容 利用可能施設等 

２号認定 保育必要 満３歳以上 
保 育 短 時 間（ ８ｈ） 

保育標準時間（１１ｈ） 
柳津保育所・西山保育所 

３号認定 保育必要 満３歳未満 
保 育 短 時 間（ ８ｈ） 

保育標準時間（１１ｈ） 
柳津保育所・西山保育所 

 

[新入児申込み方法] 

◇対象となるお子さん：保育の必要性の認定において、２号認定・３号認定（保育が必要と認められる） 

となるお子さんが対象です。（柳津保育所・西山保育所共に 0 歳児から入所でき 

ます。） 

 

◇保 育 時 間：通常保育／午前７時００分～午後６時００分 

               ※保護者の就労状況により、保育標準時間（１１時間）と保育短時 

間（８時間）に区分されます。 

延長保育／午後６時００分～午後７時００分 

 

◇負担金（保育料）：通常負担金／無  料（柳津町は 0 歳児～5 歳児まで保育料が無料です。） 

延長負担金／午後６時００分～午後７時００分を有料時間帯とし、１日利用 

      １００円。ただし１ヶ月あたり１，０００円を上限とします。 

 

◇必 要 書 類：各保育所及び町民課窓口に備えてあります。 

①認定申請書（就労証明書、その他） 

②保育所入所申込書 

 

◇申 込 先：柳津保育所・西山保育所 

 

◇申 込 期 限：１０月４日（月）から１０月１５日(金)まで 

※年間を通して随時入所の受付をしていますが、現在妊娠中で０歳児から入所 

希望の方は、できるだけこの時期に保育所に連絡してください。 

 

問 柳津保育所 ℡４２－２２３８ 
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令和４年度 「保育所入所児」募集！ 



 

 

 

 

下記のとおり会計年度任用職員を募集しますので、希望される方はお申し込みください。 

 

募 集 職 種 運転手 

作 業 内 容 除雪作業 

募 集 人 員 ２７名 

雇 用 期 間 令和３年１２月１５日（水）～令和４年３月１４日（月） 

応 募 資 格 
・大型特殊免許、車両系建設機械運転技能講習終了証所持者 

・柳津町に住所がある人 

勤 務 条 件 

報酬は経験年数等を考慮して算定します。 

・就業時間     平常時：午前８時３０分～午後５時１５分 

早朝時：午前７時３０分～午後４時４５分 

・勤務を要しない日 降雪のない土曜・日曜日及び国民の祝日 

申込期限・方法 
１０月１日（金）までに総務課総務係へ提出してください。 

（郵送の場合も同日必着。） 

申 込 書 類 

１．柳津町会計年度任用職員申込書 

２．履歴書 

３．資格・免許の写し 

４．特定健康診査結果（町で実施する特定健診の検査項目を満たすもの）の写し 

※１、２は総務課・西山支所に備え付けてあります。 

採 用 決 定 
書類選考（必要に応じて面接試験）により、受験者に合否を通知（１０月末予定)し

ます。面接日時等、詳細については、応募者に別途通知します。 

 

問 建設課建設係 ℡４２－２１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

町統計調査員が対象となった皆様へ調査票を配布しました。本年度は新型コロナウイルス感染症の拡

大防止・予防の観点から、調査員による調査票の回収は行わず、郵送でご返信いただくこととしていま

す。ご回答いただいた調査票は、統計調査員より受け取った指定の返信用封筒にて提出（郵便ポスト

へ投函）してください。皆様のご理解・ご協力をお願いします。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡４２－２４４７ 

柳津町会計年度任用職員（除雪作業員）募集 
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「柳津町住民アンケート調査」にご協力ください（９月１７日まで） 



 

 

 

 

浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により下記の 3 つを行うことが義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検査の申込先】 

（公社）福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会会津支所 ℡０２４２－２２－６８６７ 
 

問 建設課上下水道係 ℡４２－２１１７ 

 

 

 

 

 
 

 

令和３年８月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札により落札価格が１００万円以上の工

事・委託についての結果です。 

なお、１００万円以下の入札結果については役場２階総務課財政係において閲覧ができます。 

          

【工事】 （価格：税込価格 単位：円） 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

８月１１日 町営住宅屋根塗装工事 
大字砂子原字

長坂地内 
4,235,000  4,125,000  

（株）ワキムラ

塗装店 

８月１９日 道路改良工事 
大字四ツ谷字

蕨坂地内 
23,127,500  22,330,000  

有限会社 西村

土建 

８月２７日 
町民センター無線環境

構築工事 

大字柳津字諏

訪町地内 
2,192,300  1,980,000  株式会社シンク 

８月２７日 側溝改修工事 
大字牧沢字上

堂ノ下地内 
3,059,100  2,970,000  

有限会社 西村

土建 

【委託】 

８月２７日 
公園整備測量設計業務

委託 

大字柳津字下

平地内 
2,450,800  2,200,000  

柳津測量設計株

式会社 

８月２７日 
ふくしま森林再生事業

森林整備業務等委託 

大字大成沢字

袖向地内 
29,900,200  28,930,000  

会津若松地方森

林組合 

 

問 総務課財政係 ℡４２－２１１２ 

令和３年８月の入札結果 

県知事の登録を受けた保守
点検業者と契約の上行なって
ください。なお、保守点検業
者は資格証を携帯しています
ので確認してください。 

①保守点検 

町から「浄化槽清掃業」の
許可を受けた業者に委託し、
年に 1 回以上清掃をしてくだ
さい。 

②清掃 

設置された浄化槽が、適正
に設置・維持管理されている
か確認する検査です。保守点
検・清掃とは別に、毎年受検
してください。 

③法定検査 

浄化槽の適切な維持管理をお願いします 
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